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別表第１（第６条関係） 

事前協議関係主管課一覧 

関係主管課 協議事項 

く ら し 安 全 課 

・自治会及び集会施設に関すること。 

・駐車場等に関すること。 

・バス輸送に関すること。 

・消防施設に関すること。 

環 境 課 

・ごみ集積所に関すること。 

・騒音、振動、電波障害、アイドリングストップ等に関す

ること。 

・北本市環境基本計画に関すること。 

産 業 観 光 課 
・大規模小売店舗及び工場立地に関すること。 

・農用地の除外に関すること。 

都 市 計 画 課 
・都市計画及び景観に関すること。 

・緑地及び公園整備に関すること。 

久保土地区画整理事務所 ・久保特定土地区画整理事業に関すること。 

建 築 開 発 課 
・開発行為等の許可、中高層建築物、道路位置指定、後退

道路及び建築協定に関すること。 

建 設 課 

・公共用地の登記に関すること。 

・道路・水路の境界査定及びその占用に関すること。 

・開発道路及び交通安全施設に関すること。 

・下水道及び雨水流出抑制に関すること。 

学 校 教 育 課 ・児童・生徒の通学に関すること。 

文 化 財 保 護 課 ・埋蔵文化財に関すること。 

農業委員会事務局 ・農地転用に関すること。 

備考１ 開発行為等事前協議申請書の受付窓口は、建築開発課です。 

２ 主要関係主管課は、くらし安全課、環境課、都市計画課、建築開発

課、建設課、学校教育課及び文化財保護課です。ただし、事業内容に

よっては、主要関係主管課が増える場合があります。 

３ 提出書類の部数については、主要関係主管課につき１部必要です。

ただし、建設課の部数については、２部必要です。 
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別表第２（第６条関係） 

開発行為等事前協議申請添付書類一覧 

№ 添付書類 内 容 

1 開発行為等事前協議申請書 様式第１号 

2 事業計画概要 様式第２号 

3 委任状 （代理者による申請の場合） 

4 誓約書 様式第９号（第２６条に該当する場合） 

5 隣接関係者等説明報告書 様式第１０号（第２６条に該当する場合） 

6 
説明を行った隣接関係者等
名簿 

様式第１１号（第２６条に該当する場合） 

7 隣接関係者等位置図 （第２６条に該当する場合） 

8 説明会会議録 
（第２６条に該当し、自治会等を対象とした
説明会を開催した場合） 

9 土地登記事項証明書 発行後６か月以内 

10 都市計画図 方位、区域朱囲い、カラーコピー 

11 案内図 方位、区域朱囲い 

12 公図 

発行後３か月以内 
方位、縮尺、区域朱囲い、申請地・隣接地
（第２６条に該当する場合は幅員９ｍ未満の
市道又は水路等を挟んだ反対側の土地を含
む。）の土地所有者 
※土地区画整理事業施行中の区域内の場合、

仮換地指定図の写し（市長印のあるもの） 

13 現況図 
方位、縮尺、区域朱囲い、既存建築物・公共
施設、現況写真の撮影方向 

14 現況写真（２方向以上） 区域朱囲い、道路を入れて撮影 

15 求積図（実測） 
方位、縮尺、区域朱囲い、杭間距離、面積
（小数点第２位） 

16 土地利用計画平面図 

方位、縮尺、区域朱囲い、道路（幅員、市道
番号等、建築基準法上の道路種別、新設道路
延長・幅員）、計画建築物の用途・床面積、
公共公益施設・緑地等、新設道路の縦断測点 

17 
造成計画平面図、造成計画
断面図（２方向以上） 

切土・盛土がない場合は不要（その旨を土地
利用計画平面図に明記） 
方位、縮尺、区域朱囲い、現況高・計画高、
断面位置、造成箇所着色（切土：黄色、盛
土：茶色）、擁壁・外構の種類（既設・新設
の別も明記）、基準点の位置・高さ 
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18 排水施設計画平面図 
方位、縮尺、区域朱囲い、排水系統、種類、
材料、管径、水の流れの方向、新設する下水
道の縦断測点 

19 排水施設構造図 
排水桝、合併処理浄化槽、油水分離槽、最終
桝から排水先への接続等 

20 給水施設計画平面図 
方位、縮尺、区域朱囲い、給水系統、種類、
材料、管径等 

21 外構構造図 
寸法、縮尺、配筋サイズ・ピッチ、申請地と
隣地等との境界 

22 雨水流出抑制計算書 専用住宅の場合は不要 

23 擁壁構造図 

（切土部分の高さが２ｍを超える崖、盛土部
分の高さが１ｍを超える崖又は切土と盛土を
同時に行った部分の高さが２ｍを超える崖が
ある場合） 
寸法、縮尺、配筋サイズ・ピッチ、申請地と
隣地等との境界 

24 公共公益施設等計画図 
公園・緑地・ごみ集積所等の求積図、構造図
等 

25 道路計画横断面図 
（道路を新設する場合） 
縮尺、路盤・基層・表層の構成、道路側溝の
位置・形状寸法、埋設管の位置・形状寸法等 

26 道路計画縦断面図 
（道路を新設する場合） 
縮尺、測点、単距離、追加距離、地盤高、計
画高、勾配、基準線等 

27 下水道計画縦断面図 

（下水道を新設する場合） 
縮尺、測点、単距離、追加距離、地盤高、計
画高、勾配、基準線、人孔の種類・管径・土
被り・管底高、人孔深等 

28 計画建築物平面図、立面図 専用住宅の場合は不要 

29 消防協議済証の写し  

30 上水道協議済証の写し  

31 出店計画概要書の写し 

（大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第
９１号）第５条第１項の規定による届出を必
要とする場合） 
受付印が押されたもの 
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様式第１号（第６条関係） 

 

開発行為等事前協議申請書 

 

年  月  日 

（宛先）北本市長 

 

住 所 

事業者 氏 名 

ＴＥＬ 

 

北本市開発行為等の指導に関する要綱第６条第１項の規定により、次のと

おり申請します。 

事 業 区 域 の 

地 名 地 番 

北本市 

事業区域の面積 ㎡ 

区 域 区 分 市街化区域 ・ 市街化調整区域 

用 途 地 域  

計画建築物の用途 
専用住宅・共同住宅・長屋・店舗・工場・倉庫・ 

その他（                 ） 

計画区画数･戸数 区画   戸 計画建築物の使用別 自己用・非自己用 

設 計 者 

住 所 

会社名 担当者 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

工 事 施 行 者 

住 所 

会社名 

ＴＥＬ 担当者 

土地利用計画 

有効宅地 道 路 公園･緑地  計 

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

％ ％ ％ ％ 100.00％ 

備考 該当する項目に○囲みをしてください。 
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様式第２号（第６条関係） 

 

事業計画概要 

 

計 画 建

築

物 

 申 請 部 分 申請以外の部分 合 計 

建 築 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

建 蔽 率 ％ 容 積 率 ％ 

最 高 の 高 さ ｍ 最高の軒の高さ ｍ 

構 造 造 階 数 階 

土 地 利

用

計

画 

自動車駐車台数 台 自転車駐輪台数 台 

区 画 面 積 最低     ㎡ ～ 最高     ㎡ 

接 続 先 道 路 幅員      ｍ （ 公道 ・ 私道 ） 

区 域 内 道 路 

幅員      ｍ 延長      ｍ 

帰属予定あり ・ 帰属予定なし 

汚 水 排 水 先 公共下水道・道路側溝・その他(        ) 

雨 水 排 水 先 宅地内処理・道路側溝・その他(        ) 

そ の 他 の 

公 共 公 益 施 設 
 

摘 要  

備考 該当する項目に○囲みをしてください。 
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様式第３号（第６条関係） 

 

協議・承認済通知書 

 

下記のとおり、北本市      部      課と事業者との間に協

議が整ったことを承認する。 

 

 

    年  月  日 

 

（ 主要関係主管課名 ） ㊞ 

 

 

記 

 

１ 事業区域の地名地番 

北本市 

 

２ 計画建築物の用途 

 

 

３ 協議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記協議事項のとおり事業を実施することを誓約します。 

 

住 所 

事業者 氏 名           ㊞ 

ＴＥＬ 
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様式第４号（第６条関係） 

 

事前協議結果報告書 

 

年  月  日 

 

（宛先）北本市長 

 

住 所 

事業者 氏 名 

ＴＥＬ 

 

住 所 

設計者 氏 名 

ＴＥＬ 

 

 

主要関係主管課と協議したので、北本市開発行為等の指導に関する要綱第

６条第３項の規定により、次のとおり報告します。 

 

 

事業区域の地名地番  北本市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 協議・承認済通知書（様式第３号）の写しを添付すること。 
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様式第５号（第６条関係） 

 

事前協議変更申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）北本市長 

 

住 所 

事業者 氏 名 

ＴＥＬ 

 

 

北本市開発行為等の指導に関する要綱第６条第４項の規定により、次のと

おり変更申請します。 

 

事業区域の 

地 名 地 番 

北本市 

変 更 理 由  

変 更 内 容 

変更前  

変更後  

 

備考 案内図、変更書類（変更前・変更後）を添付すること。 
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様式第６号（第６条関係） 

 

事前協議申請取下届 

 

年  月  日 

 

（宛先）北本市長 

 

住 所 

事業者 氏 名 

ＴＥＬ 

 

先に提出した開発行為等事前協議申請書を取り下げたいので、北本市開発

行為等の指導に関する要綱第６条第５項の規定により届け出ます。 

 

事業区域の地名地番 

北本市 

事前協議申請年月日   年  月  日 

事 業 区 域 の 面 積 ㎡ 

計画建築物の用途  

取 り 下 げ る 理 由  

設計者 

住 所  

氏 名  

ＴＥＬ  
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様式第７号（第６条関係） 

 

事前協議取りやめ届 

 

年  月  日 

 

（宛先）北本市長 

 

住 所 

事業者 氏 名 

ＴＥＬ 

 

先に事前協議結果報告書を提出した事前協議の内容に関する工事を取りや

めたいので、北本市開発行為等の指導に関する要綱第６条第６項の規定によ

り届け出ます。 

 

事業区域の地名地番 
北本市 

事前協議申請年月日   年  月  日 

事前協議結果報告年月日   年  月  日 

事 業 区 域 の 面 積 ㎡ 

計画建築物の用途  

取 り や め る 理 由  

設計者 

住 所  

氏 名  

ＴＥＬ  
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様式第８号（第７条関係） 

 

公共施設又は公益施設等の用に供する土地に関する協議書 

 

事業者（以下「甲」という。）と北本市（以下「乙」という。）は、北本

市開発行為等の指導に関する要綱第７条の規定により北本市       

地内における       により設置される公共施設又は公益施設等の用

に供する土地に関し、次のとおり協議した。 

 

記 

 

公共施設又は公

益施設等の名称 

公共施設又は公益

施設等の概要 

（構造・規模等） 

管理者 
土地の帰属又

は無償譲渡等 
備 考 

     

 

    年  月  日 

 

 

甲 住 所 

氏 名              ㊞ 

 

 

乙 住 所 北本市本町１丁目１１１番地 

氏 名 北本市 

北本市長         印 
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様式第９号（第２６条関係） 

 

誓 約 書 

 

年  月  日 

 

（宛先）北本市長 

 

住 所 

事業者 氏 名           ㊞ 

ＴＥＬ 

 

住 所 

設計者 氏 名           ㊞ 

ＴＥＬ 

 

次の事業を施行するに当たり、北本市開発行為等の指導に関する要綱第２

６条第１項の規定により、事前に事業により及ぼす影響等について隣接関係

者に十分説明するとともに、万一紛争が生じた場合には誠意をもって自主的

に解決することを誓約します。 

 

 

１ 事 業 区 域 の 地 名 地 番 北本市 

 

 

２ 計 画 建 築 物 の 用 途  

 

 

３ 計画建築物の構造・規模    造    階（地下  階） 

 

延 べ 面 積      ㎡ 

 

最高の高さ      ｍ 
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様式第１０号（第２６条関係） 

 

隣接関係者等説明報告書 
 

年  月  日 

 

（宛先）北本市長 

 

住 所 

事業者 氏 名 

ＴＥＬ 

 

北本市開発行為等の指導に関する要綱第２６条の規定により、説明を行っ

たので次のとおり報告します。 

 

事業区域の地名地番 
北本市 

計画建築物の用途  最高の高さ ｍ 

計画建築物 の 

構 造 ・ 規 模 
  造  階（地下  階） ・   棟  戸 

説明者 

住 所  

会社名  担当者 

ＴＥＬ  

説 明 経 過 

日 付 場 所 対象世帯数 説明概要 

    

    

    

説明に使用した資料 
案内図、土地利用計画平面図、計画建築物設計図（平面

図、立面図）、その他（              ） 

備 考  

備考 自治会等を対象とした説明会を開催した場合は、隣接関係者等位置図

及び説明会会議録を添付すること。 
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様式第１１号（第２６条関係） 

 

説明を行った隣接関係者等名簿 
 

番号 氏名 住所 質疑 応答 
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様式第１２号（第２９条関係） 

 

工事完了届 
 

年  月  日 

（宛先）北本市長 

住 所 

事業者 氏 名 

ＴＥＬ 

 

住 所 

設計者 氏 名 

ＴＥＬ 

 

次のとおり工事が完了したので、北本市開発行為等の指導に関する要綱第

２９条第１項の規定により届け出ます。 

 

１ 事業区域の地名地番 北本市 

２ 工 事 完 了 年 月 日     年  月  日 

３ 添 付 書 類 

案内図、土地利用計画平面図、造成計画平面図、排水施設計画平面図、

各施設構造図、確定測量図、工事完了全景写真 

４ 検 査 希 望 年 月 日     年  月  日 

 

※検 査 年 月 日   年  月  日 

※検 査 結 果 合  ・  否 

※指 示 事 項  

※検 査 立 会 者 

検査員  

北本市  

事業者  

設計者  

※検査済証交付   年  月  日  第   号 

（※印は記入不要） 
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様式第１３号（第２９条関係） 

 

中間検査依頼書 
 

年  月  日 

 

（宛先）北本市長 

 

住 所 

事業者 氏 名 

ＴＥＬ 

 

北本市開発行為等の指導に関する要綱第２９条第２項の規定により、次の

とおり、中間検査を依頼します。 

 

１ 事業区域の地名地番 北本市 

 

２ 計 画 建 築 物 の 用 途  

 

３ 中間検査希望年月日     年  月  日 

 

４ 添 付 書 類 

案内図、土地利用計画平面図、造成計画平面図、排水施設計画平面図、

各施設構造図 

 

※検 査 年 月 日   年  月  日 

※検 査 結 果 合  ・  否 

※指 示 事 項  

※検 査 立 会 者 

検査員  

北本市  

事業者  

設計者  

（※印は記入不要） 
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様式第１４号（第３０条関係） 

 

検査済証 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

北本市長        印 

 

 

北本市開発行為等の指導に関する要綱に関する下記工事は、     年

  月  日に行われた検査の結果、同要綱の規定による内容に適合してい

ることを証明します。 

 

記 

 

１ 事業区域の地名地番 

北本市 

 

２ 検査を受けた者の住所及び氏名 

 

 

３ 計画建築物の用途 
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様式第１５号（第３１条関係） 

 

土地所有権移転登記嘱託申請書 

 

年  月  日 

 

（宛先）北本市長 

 

住 所 

氏 名 

ＴＥＬ 

 

都市計画法第４０条第２項の規定により、次の土地を北本市に帰属するの

で、土地所有権移転の嘱託登記をお願いします。 

 

土地の表示 

大字 
（町） 

字 

（丁目） 
地番 地目 

地積 

（㎡） 
用途 

       

       

       

       

       

第     号 

 

このことについて、土地所有権移転の嘱託登記が完了しました。 

 

    年  月  日     北本市長 

 

（添付書類及びその必要部数） 

・表 紙 ２部 ・登記原因証明情報兼承諾書(別紙) １部 

・案 内 図 ２部 ・印 鑑 証 明 書 １部 

・地 形 図 ２部 ・土 地 登 記 事 項 証 明 書 １部 

・実 測 図 ２部 ・公共施設の管理に関する協議書の写し １部 
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別紙 

登記原因証明情報兼承諾書 

 

１ 当事者及び不動産 

⑴ 当事者 

権利者（甲）  北 本 市 

義務者（乙）   

 

⑵ 不動産 

所在 北本市 

地番 地目 地積（㎡） 

   

   

   

   

   

   

 

２ 登記の原因となる事実又は法律行為 

⑴ 本件不動産は、公共用地として、    年  月  日都市計画法

第４０条第２項の規定により、甲に帰属した。 

⑵ 本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。 

 

  年  月  日 さいたま地方法務局鴻巣出張所 

 

上記の登記原因のとおり相違なく、上記不動産について、所有権移転の登

記をすることを承諾します。 

 

住 所  

氏 名               ㊞ 
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様式第１６号（第３１条関係） 

 

施設の管理等に係る念書 

 

年  月  日 

（宛先）北本市長 

 

住 所 

事業者 氏 名           ㊞ 

ＴＥＬ 

 

 

下記の施設に欠陥が生じた場合は、引渡しの日から１年間は当方で補修し

ます。 

 
記 

 

１ 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

 

２ 施 設 

施設の種類 概要 摘要 

 詳細 幅員・寸法 延長 面積・箇所  

      

      

      

      

      

 


